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（制定 会長指示 平成16.12.21） 

 

ＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会規程 
 

（任務） 

第１条 ＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会（以下「審議委員会」とい

う。）は、ＮＨＫ情報公開規程およびＮＨＫ個人情報保護規程に定める再検討の

求めについて審議し、ＮＨＫに対し、意見を述べる。 

２ 審議委員会は、情報公開および個人情報保護に関する事項について、前項に規

定する審議を通じて必要があると認めるとき、またはＮＨＫから意見を求められ

たときは、ＮＨＫに対し、意見を述べる。 

（審議委員会の委員） 

第２条 審議委員会は、委員５人以内をもって構成する。 

２ 委員は、優れた識見を有し、公正な判断ができる者のうちから、経営委員会の

同意を得て、会長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

５ 会長は、委員が心身の故障等のため公正な判断ができないと認めるとき、また

は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない行動があると認めるときは、

経営委員会の同意を得て、その委員を解嘱することができる。 

６ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同

様とする。 

７ 委員に対して、委員手当、旅費その他業務の遂行に必要な実費を支払う。 

（委員長および委員長代行） 

第３条 審議委員会に、委員長１人および委員長代行１人を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定め、委員長代行は、委員長が指名する。 

３ 委員長は、審議委員会の会議（以下「会議」という。）を招集し、その議事を

つかさどる。 

４ 委員長代行は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行す

る。 

（会議） 
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第４条 会議は、委員長がその議長となる。 

２ 会議は、委員長または委員長代行を含む過半数の委員が出席しなければ開くこ

とができない。 

（審議委員会の調査審議） 

第５条 審議委員会は、必要があると認めるときは、ＮＨＫに対し、再検討の求め

に係る文書の提示または当該文書に含まれる情報を整理した資料の提出を求める。 

２ 審議委員会は、必要があると認めるときは、再検討の求めに係る事項に関し、

再検討の求めを行った者またはＮＨＫに意見書または関連資料の提出を求める。 

３ 審議委員会は、必要があると認めるときは、ＮＨＫ以外の者（以下「第三者」

という。）に意見書または関連資料の提出を求める。 

４ 審議委員会の審議内容に係る情報（審議委員会の意見を除く。）は、公開しな

い。 

（審議委員会の意見） 

第６条 審議委員会の意見は、構成委員数の過半数により決定し、可否同数のとき

は、委員長が決定する。 

２ 審議委員会は、ＮＨＫに対し、前項で決定した意見を書面により述べる。 

（審議委員会の意見の連絡） 

第７条 第５条第３項の規定により審議委員会が第三者から意見書の提出を受けた

場合、ＮＨＫは必要に応じ、当該第三者に対し、審議委員会の意見を付して、Ｎ

ＨＫ情報公開規程第２０条またはＮＨＫ個人情報保護規程第３２条の規定により

行った判断の結果を連絡する。 

（審議委員会への報告） 

第８条 ＮＨＫは、審議委員会の審議に資するため、ＮＨＫ情報公開規程に基づく

情報公開の運用状況およびＮＨＫ個人情報保護規程に基づく個人情報保護の運用

状況を、適宜、審議委員会に報告する。 

（審議委員会の事務） 

第９条 審議委員会の事務は、審議委員会事務局で行う。 

 

付 則 

（施行期日） 

第１条 この規程は、平成１７年４月１日から施行する。ただし、第１条第２項の
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規定中情報公開に関する部分は、制定の日からＮＨＫ情報公開審議委員会につい

て施行する。 

（ＮＨＫ情報公開審議委員会のＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会への改

組に伴う経過措置） 

第２条 この規程の施行の際にＮＨＫ情報公開審議委員会の委員である者は、それ

ぞれ、この規程の施行の日に、ＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会の委員

として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみな

される者の任期は、第２条第３項の規定にかかわらず、ＮＨＫ情報公開審議委員

会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

２ この規程の施行の際現にＮＨＫ情報公開審議委員会の委員長である者または委

員長代行である者は、それぞれ、この規程の施行の日に、第３条第２項の規定に

よりＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会の委員長として定められ、または

委員長代行として指名された者とみなす。 

３ この規程の施行の前にＮＨＫ情報公開審議委員会にされた諮問でこの規程の施

行の際当該諮問に対する意見が述べられていないものはＮＨＫ情報公開・個人情

報保護審議委員会にされた諮問とみなし、当該諮問についてＮＨＫ情報公開審議

委員会がした調査審議はＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会がした調査審

議とみなす。 


